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第 1 章 総 則 

第 1 条 星薬科大学（以下「本学」という。）は，教育基本法及び学校教育法に基づき，

薬学に関する学理及び応用を教授，研究し人格の陶冶を図り，医療，福祉及び

環境衛生の向上に寄与するとともに，文化の創造と発展に貢献することを目的

とする。 

第 2 条 本学は，その教育研究水準の向上を図り，前条の目的及び社会的使命を達成す

るため，教育研究活動の状況について自ら点検評価を行い、その結果を公表す

るものとする。  

2 前項の点検及び評価に関する事項は別に定める。  

 



3 本学は，教授法や授業運営などの改善を図るための組織的な研究及び研修を行

うものとする。  

4 前項の実施体制及び方法に関する事項は別に定める。  

第 3 条 本学薬学部に薬学科，創薬科学科を置く。  

2 薬学科は，臨床の現場において高い倫理観と高度な専門性を発揮できる薬剤師

の養成を目指すものとする。  

3 創薬科学科は，薬学を基礎として生命・健康を科学し，創薬研究・開発に携わ

る人材の育成を目指すものとする。 

 

第 2 章 収容定員 

第 4 条 本学学生入学定員及び収容定員は次のとおりとする。  

薬 学 科  入学定員 260 名 収容定員 1,560 名 

創薬科学科  入学定員  20 名 収容定員    80 名 

 

第 3 章 修業年限 

第 5 条 本学の修業年限は，薬学科については 6 年とし，創薬科学科については 4 年と

する。 

第 6 条 在学期間は，修業年限の 2 倍の年数を超えることはできない。ただし，休学の

期間は算入しない。  

 

第 4 章 学年，学期，休業 

第 7 条 学年は，4 月 1 日に始まり翌年の 3 月 31 日に終わる。  

第 8 条 学年は分けて次の 2 期とする。  

前  期  4 月 1 日より 9 月 30 日まで 

後  期 10 月 1 日より 3 月 31 日まで 

第 9 条 学年中の休業日は，次のとおりである。  

日 曜 日 

国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日  

大学創立記念日（5 月 18 日） 

春期休業（  3 月 20 日より 4 月 10 日まで） 

夏期休業（  8 月 1 日より 9 月 15 日まで） 

冬期休業（12 月 25 日より 1 月 7 日まで） 

第 10 条 必要に応じ学長は，休業日を変更することがある。  

 

第 5 章 授業科目及び単位数 

第 11 条 本学において教授する授業科目及び単位数は，別表のとおりである。ただし，

教授会の議を経て，一部変更することがある。 

 

第 6 章 履修方法 

第 12 条 授業科目は，薬学準備教育科目，薬学専門教育科目に分ける。  



第 13 条 各授業科目の担当者及び時間割は，毎学期の始めに公示する。学生は，これに  

よって所定の期日までにその履修すべき科目を選定して届けなければならない。 

第 14 条 学生は，第 11 条に規定する授業科目について次の科目区分により，薬学科につ

いては 188 単位以上，創薬科学科については 125 単位以上を修得することとす

る。 

 

(1) 薬 学 科 

薬学準備教育科目    24.5 単位 

薬学専門教育科目   163.5 単位 

(2) 創薬科学科  

薬学準備教育科目     42 単位 

薬学専門教育科目     83 単位 

第 15 条 各授業科目の単位数は，1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容を

もって構成するものとし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時

間外に必要な学修等を考慮して，次の基準により単位数を計算するものとする。 

(1) 講義及び演習については，15 時間から 30 時間までの範囲で，本学が各授

業科目について定める時間の授業をもって 1 単位とする。  

(2) 実験，実習及び実技については，30 時間から 45 時間までの範囲で本学が

各授業科目について定める時間の授業をもって 1 単位とする。  

第 16 条 授業科目履修の成績は，試験によって判定し，合格した者に対し単位を与える。 

ただし，論文，報告書その他をもって，試験に代えることができる。 

第 17 条 授業科日の試験は，原則として学期末に行う。この試験を本試験と称する。  

2 授業科目によっては，前項の規定のほか随時に試験を行うことがある。この試

験を臨時試験と称する。 

第 18 条 実験，実習，実技等については，その平常の考査をもって試験に代えることが

できる。 

第 19 条 成績は，秀，優，良，可，不可の 5 段階にわかち，秀，優，良，可を合格とす

る。 

第 20 条 各授業科目毎にその授業時間数の 3 分の 2 以上出席した者でなければ，試験を

受けることができない。ただし，事情により教授会の議を経て受験を許可する

ことがある。  

第 21 条 本試験に，不合格となった者並びに病気その他の事故により受験できなかった

者は，別に定める規定により追再試験を受けることができる。  

 

第 7 章 卒業及び学位授与  

第 22 条 本学薬学部薬学科に 6 年以上在学し及び創薬科学科に 4 年以上在学し，第 14

条に定める所定の単位を修得した者は，卒業を認め，薬学科については学士（薬

学）、創薬科学科については学士（薬科学）の学位を授与する。  

2 学位記の様式については本学学位規程に定める。  

 



第 8 章 入学，休学，退学，再入学，転学，転学科 

第 23 条 入学の時期は毎学年の始めとする。  

第 24 条 本学に入学することのできる者は次の各号の一つに該当する者とする。  

(1) 高等学校を卒業した者若しくは中等教育学校を卒業した者  

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者または通常の課程以外の

課程により，これに相当する学校を修了した者 

(3) 外国において学枚教育における 12 年の課程を修了した者またはこれに準

ずる者で文部科学大臣の指定した者  

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した

在外教育施設の当該課程を修了した者  

(5) 文部科学大臣の指定した者  

(6) 文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（文部科学大

臣の行う大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

(7) その他，相当の年齢に達し，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると本学において認めた者  

第 25 条 入学志願者は，所定の書類に入学検定料及び写真を添えて提出しなければなら

ない。 

第 26 条 選抜試験または選考の結果，合格した者は，所定の期日までに次の手続をしな

ければならない。  

(1) 入学金，授業料（前期分）及びその他の納付金を納入すること。  

(2) 身上調査書・保証人連署の誓約書及び写真を提出すること。  

第 27 条 学長は，前条の入学手続を完了した者に入学を許可する。  

入学を許可された者は，別に定めるところにより宣誓しなければならない。  

第 28 条 本学に転入学を希望する者に対しては，欠員ある場合に限り選考の上，入学を

許可することがある。上記により転入学を許可された者の履修科目及び年数は，

教授会の議を経てこれを定める。  

第 29 条 保証人は，独立の生計を営む成年者で学生の一身上に関し確実に保証の責任を

負う者でなければならない。  

2 保証人が遠隔の地に居住する場合は，別に第二保証人を置かなければならない。 

3 第二保証人は，東京都内又は隣接市町村に居住し，独立の生計を営む成年者で

本学において適当と認めたものでなければならない。  

第 30 条 保証人が死亡したとき，又は前条の要件を欠いたときは遅滞なく申出て手続き

をしなければならない。保証人の変更があったとき，又は改姓，転居した場合

も同じである。  

第 31 条 学生が疾病その他やむをえない事情により退学しようとする場合は，事由を詳

記し，保証人連署の上願い出て学長の許可を得なければならない。  

第 32 条 前条により退学した者が 3 年以内に再入学を願い出たときは，選考の上，これ

を許可することがある。 

2 再入学の学年は，原則として退学した学年とし，再入学の時期は学年の始めと

する。 



3 再入学の申請期日は，再入学を希望する前年度の 1 月末日までとする。  

4 再入学を許可された者の在学期間は，退学前の在学期間を累積するものとする。 

また，休学の期間等も同様に累積するものとする。  

5 再入学の選考，手続及び学費等については別にこれを定める。  

第 33 条 学生が疾病その他やむをえない事由により休学しようとする場合は，その事由

を詳記して保証人連署の上，休学を願い出て学長の許可を得なければならない。 

2 休学は，原則として 1 年を超えることはできない。ただし，引続き休学を要す

る場合は，あらためて許可を願い出なければならない。  

3 休学の事由が消滅し復学しようとする場合は，その事由消滅を明らかにする理

由書を添付し，保証人連署の上願い出て学長の許可を得なければならない。  

4 休学の期間は通算して 3 年を超えることができない。  

第 34 条 学長は，学生が疾病その他の事故により成業の見込がないと認めた場合は，こ

れを退学とすることがある。  

第 35 条 学生が転学しようとする場合は保証人連署の上，事由を詳記して学長に願い出

て，許可を得なければならない。  

第 36 条 他学科へ転学科を志願する者があるときは， 学長は各学科の定員の範囲内で

選考の上， 教授会の議を経て転学科を許可することができる。  

2 転学科を許可された者の在学すべき年数，履修科目及び修得単位数は，教授会

の議を経て，学長が認定する。  

 

第 9 章 入学金，授業料，その他の納付金  

第 37 条 入学検定料，入学金，授業料，施設設備費は次のとおりとする。納期は別にこ

れを定める。  

(1) 入学検定料 一般Ａ方式 16,000 円 

一般Ｓ方式  25,000 円 

推薦及び一般Ｂ方式  35,000 円 

(2) 入 学 金（入学手続時納入）  400,000 円 

(3) 授 業 料（年額） 

薬 学 科 1,300,000 円 

創薬科学科  1,000,000 円 

(4) 施設設備費（年額）  

薬 学 科 630,000 円 

創薬科学科  630,000 円 

ただし，在学生の授業料及び施設設備費は入学時の納付金額を適用する。  

また，実習費は原則として授業料の中に含まれるが，病院実習及びその他の実

習に当たり，実習費等を徴収することがある。 

第 38 条 入学を許可された後入学を辞退する場合の納付金の取扱いについてはこれを

別に定める。  

第 39 条 一旦納付した授業料及びその他の納付金は，原則として返還しない。なお，授

業料等の納付をおこたった者については，除籍することがある。  



2 授業料等の納付をおこたり除籍となった者が復籍したい場合は，除籍から 3 年

以内であれば、未納であった授業料等を全て納付し，復籍を申請することがで

きる。 

    3 復籍の手続き等については，別にこれを定める。  

第 40 条 正規の手続きを経て休学を許可された者は，願いによりその期間中授業料及び

施設設備費を減免することがある。  

 

第 10 章 職員組織 

第 41 条 本学に下記の職員を置く。  

 

( 1 ) 学  長 

( 2 ) 教  授 

( 3 ) 准 教 授 

( 4 ) 講  師 

( 5 ) 助  教 

( 6 ) 助  手 

( 7 ) 事務局長  

( 8 ) 部・課長  

( 9 ) 事 務 員 

(10) 図書館職員（司書） 

(11) 校  医 

(12) 技 術 員 

(13) 労務職員  

2 学長は，必要に応じて別に定めるところにより副学長を置くことができる。  

第 42 条 職員服務規程は，別にこれを定める。  

 

第 11 章 教授会 

第 43 条 教授会は，学長及び教授をもってこれを組織し，学長がその議長となる。ただ

し，学長に事故があるときは，副学長が置かれている場合を除き，先任教授が

これを代行する。  

第 44 条 議長は，必要に応じて准教授その他の職員を教授会に出席させることがある。 

第 45 条 教授会は学長が招集する。ただし，教授の 3 分の 2 以上の要求があったとき，

学長はこれを開催しなければならない。  

第 46 条 教授会は，学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるも

のとする。  

(1) 学生の入学，単位認定，卒業及び課程の修了  

(2) 学位の授与  

(3) 休学，退学，復学，再入学，転学，転学科その他学生の身分に関する事項  

   2  教授会は，前項に規定するもののほか，次に掲げる事項について審議し，学長

の求めに応じ，意見を述べることができる。 



(1) 教員人事に関する事項 

(2) 教育・研究に関する事項 

(3) 施設・設備に関する事項 

(4) 学則，諸規定に関する事項  

(5) 教育・研究予算に関する事項  

(6) 第１号から前号までと同程度に重要な事項  

(7) その他学長が必要であると認める事項  

第 47 条 教授会記録の作成並びに保管は，学長指名の者がその任に当る。  

 

第 12 章 委託生，特別実習委託生，研究生，科目等履修生，交換留学生  

第 48 条 官庁，公共団体より修業科目を定めて入学を願い出たときは，教授会の議を経

て委託生としてこれを許可することがある。  

第 49 条 委託生は，その学修した授業科目につき試験を受けることができる。その試験

に合格した者には，願い出により修業証書を授与する。  

   2  委託生の授業料は，授業科目 1 単位につき 20,000 円とする。ただし，実験，

実習に要する実費は委託生がこれを負担するものとする。  

第 50 条 他の大学の学生が，本学の特別実習を担当する教室・研究室において実習指導

を受けようとするときは，当該学生の所属する大学又はその学部・学科等との

協議に基づき，教授会の議を経て特別実習委託生としてこれを許可することが

ある。 

第 51 条 特別実習委託生の授業料は，前条の協議に基づき決定する。  

第 52 条 本学教授の指導を受けて特珠の事項について研究しようとする者は，教授会の

議を経て選考の上研究生としてこれを許可することがある。  

第 53 条 研究生の指導教授は，教授会の議を経て学長が決定する。  

       2  研究生で願い出る者には，研究期間証明書を交付する。  

       3  研究生の研究費は年額 500,000 円とする。ただし，実験，実習に要する実費が

一定基準より高額になる場合は研究生がこれを負担するものとする。  

第 54 条 特定の授業科目について履修を願い出る者があれば，本学の教育研究に支障の

ない場合に限り，教授会の議を経て科目等履修生としてこれを許可することが

ある。 

第 55 条 科目等履修生が履修した授業科目の試験を受け，これに合格した者には所定の

単位を授与する。  

2 科目等履修生の履修料は履修科目 1 単位につき 20,000 円とする。  

ただし、科目等履修生医療薬学専修コースの学費については別に定める。  

第 56 条 本学と外国の大学との間において締結した協定に基づき願い出る者があれば， 

     教授会の議を経て交換留学生としてこれを許可することがある。  

第 57 条 交換留学生の授業料は，原則として徴収しない。  

第 58 条 委託生，特別実習委託生，研究生，科目等履修生，交換留学生は特に規定する

もののほかは，すべて本学則を準用する。ただし，第 5 条，第 6 条，第 14 条，

第 22 条は適用しない。  



 

第 13 章 賞 罰 

第 59 条 学生の中で学業並びに人物が優秀な者は，これを表彰する。  

第 60 条 学生の中で本学則に違背し，または学生の本分を守らない者は，教授会の議を

経て，学長はこれを懲戒処分する。  

2 懲戒の種類は次の通りである。  

(1) 訓 戒 

(2) 停 学 

(3) 退 学 

3 第 1 項に該当する学生は懲戒処分決定までの間，自宅待機とする。 

第 61 条 停学が 3 ケ月以上のときは，その期間は在学年数に算入しない。  

第 62 条 退学は，次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。  

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者  

(2) 同一学年に 3 年間在学し，なお，進級できない者  

(3) 正当な理由がなく出席が常でない者  

(4) 学校の秩序を乱しその他学生としての本分に反した者  

 

第 14 章 学生通則 

第 63 条 学生通則は別にこれを定める。  

 

第 15 章 学生寮及び衛生保健施設  

第 64 条 本学に学生寮を置く。学生寮に関する規定は別にこれを定める。  

第 65 条 職員及び学生の保健のため，毎年１回以上健康診断を行う。  

第 66 条 本学に保健管理センターを設け，校医をして，職員及び学生の衛生保健に関す

る相談並びに治療に当らせる。  

 

第 16 章 附属施設 

第 67 条 本学に研究所，図書館及び薬用植物園を附設する。  

第 68 条 研究所は創薬のための基礎とその応用の研究及び教育を行うことを目的とする。

この細則は研究所規程をもって定める。 

第 69 条 図書館は本学職員，学生の図書閲覧に供するほか，一般薬学研究者の利用に便

宜を与えることを目的とする。この細則は，図書館規程をもって定める。  

第 70 条 薬用植物園を実習及び研究のために設ける。その管理及びその他に関する細則

は，薬用植物園規程をもって定める。  

 

第 17 章 公開講座 

第 71 条 本学に公開講座を設けることがある。  

第 72 条 公開講座は，随時行うがすべてその都度教授会の議に基づいて決定する。公開

講座に関する細則は別にこれを定める。  

 



〔昭和 25 年 4 月 1 日から平成 28 年 4 月 1 日までの附則・略〕  

附 則 

1 本則施行について必要なことは，細則をもってこれを定める。  

2 この学則は，平成 2 年 1 月 1 日から施行し，平成元年 4 月 1 日から適用する。  

〔平成 2 年 4 月 1 日から平成 17 年 4 月 1 日までの附則・略〕  

附 則 

1 この学則は，平成 18 年 4 月 1 日から施行する。  

2 平成 18 年 3 月 31 日以前に入学し，引き続き在学するものについては，従前の例によ

る。 

附 則 

この学則は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則 

この学則は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則 

この学則は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。ただし、改正後の第 32 条は平成 21

年 3 月 31 日以降の退学者から適用する。  

附 則 

この学則は，平成 24 年 7 月 24 日から施行する。  

附 則 

この学則は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則 

この学則は，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則 

この学則は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。ただし，平成 27 年 3 月 31 日以前に 

入学し，引き続き在学する者については，原則として従前の例による。  

附 則 

この学則は，平成 27 年 6 月 24 日から施行する。  

附 則 

この学則は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則 

この学則は，平成 28 年 9 月 1 日から施行する。ただし，平成 28 年 3 月 31 日以前に 

入学し，引き続き在学する者については，原則として従前の例による。  

附 則 

この学則は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則 

この学則は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則 

この学則は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則 

この学則は，2021 年 4 月 1 日から施行する。 



 

 

 

印刷の際は以下を使用  

〔昭和 25 年 4 月 1 日から平成 28 年 4 月 1 日までの附則・略〕  

附 則 

この学則は，平成 28 年 9 月 1 日から施行する。ただし，平成 28 年 3 月 31 日以前に 

入学し，引き続き在学する者については，原則として従前の例による。  

附 則 

この学則は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則 

この学則は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則 

この学則は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則 

この学則は，2021 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則 

この学則は，2022 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

1－1【薬学科】 

薬学準備教育科目（単位表） 

（ ）内は実習単位の数（内数）  

学 科 目 開設単位数  授 業 科 目 

人 と 文 化 57 

薬学人としての教養入門 欧州の言語と風土  

コミュニケーション概論 倫理学概論  

西洋文明の形成と展開 政治と医療 医療心理学  

医療に隣接する社会分析 スポーツ実技  

日本の伝統文化と医療 西洋医学の源流と文化  

医療哲学ゼミナール 現代社会と薬学 ジェンダー論  

心理学ゼミナール 東洋の文化と芸術 体育実技  

医療社会論 生命倫理 教育学ゼミナール  

法学ゼミナール 心の科学 スポーツ科学  

生活環境と科学 ロジカルライティング エコロジー論  

法学概論 素粒子と放射線医療 人間の発達  

スポーツセラピー 線形理論の医療への応用  

外国からみた日本 アジアの人と文化 公衆衛生倫理学  

国際ジャーナリズム 世界の法と経済  

世界の統合医療とメディカルアロマテラピー  

有用植物の歴史と応用  

                                 〔9 単位修得〕 

薬 学 英 語 12 

英語リーディング・ライティング  

英語コミュニケーション 医療・薬学英語Ⅰ，Ⅱ  

  〔12 単位必修〕 

情 報 科 学 3.5 
情報科学と情報倫理 情報科学演習 情報リテラシー  

〔3.5 単位必修〕 

薬学準備教育科目  24.5 単位必修 

 

 

 

薬学専門教育科目（単位表） 

学 科 目 開設単位数  授 業 科 目 

薬 学 と 社 会 8.5 

薬学の心構えⅠ，Ⅱ  

ファーマシューティカルコミュニケーション  

医療人としての薬剤師 薬学と社会Ⅰ，Ⅱ 〔8.5単位必修〕 

物 理 系 薬 学 16.5  

数学 物理学 物理化学Ⅰ，Ⅱ 分析化学Ⅰ，Ⅱ  

臨床分析の基礎と応用 製剤化のサイエンスⅠ，Ⅱ  

バイオスタティスティクス 医薬品開発と生産のながれ 

                    〔16.5単位必修〕 



化 学 系 薬 学 15 
化学 有機化学Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ 天然資源Ⅰ，Ⅱ 生物有機化学 

創薬化学                 〔15単位必修〕 

生 物 系 薬 学 18  

生物学 生化学Ⅰ，Ⅱ 機能形態学Ⅰ，Ⅱ 微生物学  

細胞生物学 免疫学 分子生物学 衛生学Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ 

   〔18単位必修〕 

医 療 薬 学 18 

薬理学Ⅰ，Ⅱ 患者・医薬品情報 薬物動態Ⅰ，Ⅱ  

薬物治療Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ 薬物治療の個別化・最適化 

疾患・有害事象の症候           〔18単位必修〕 

薬 学 研 究 3.5 
研究入門 研究倫理 研究の現場  

〔3.5単位必修〕 

薬 学 演 習 12 
基幹教育演習 基礎薬学演習 総合薬学演習Ⅰ，Ⅱ  

〔11単位必修〕 

薬 学 実 習 20 (20) 

物理系実習Ⅰ，Ⅱ 化学系実習Ⅰ，Ⅱ 生物系実習Ⅰ，Ⅱ，

Ⅲ 

薬学研究実践実習            〔20単位必修〕 

アドバンスト・ 

コ ー ス 
62(30) 

アドバンスト実務実習(病院) アドバンスト実務実習(薬局)  

海外実務研修 海外応用研修 応用研究  

専門薬剤師特論Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 在宅医療 臨床栄養学  

救命救急・災害医療 チーム医療  

医療現場におけるヒューマンエラー 医療倫理学  

緩和医療薬学 臨床研究・統計 治験 医薬品製造学  

医療保険概論 食品学特論 司法と薬学  

国際基準の英語（TOEFL対策）  

ファーマシストのための実践英会話 薬事と行政  

衛生学特論 応用免疫学 リーダーシップ学  

ステップアップ・プレゼンテーション  

医薬品等に関わる規制調和と国際標準 医薬品開発戦略論  

医薬品評価レギュラトリーサイエンス 実用数学A、B  

環境衛生学 応用分子生物学 アカデミック・ライティング  

Drug/Cosmetics and Cells 健康食品概論  

臨床漢方治療学 構造解析学A，B 一般統計 一般薬理学  

実践薬剤学 栄養と保健衛生 創薬と支える物理化学  

薬剤師への有機化学 生物学特講Ⅰ Ⅱ 食生活と保健衛生  

薬理学の基礎と呼吸器疾患 消化器・代謝系疾患集中講義  

知覚・脳神経特論 循環器系・内分泌系集中講義  

臨床を支える薬剤学 日本社会の医療と法  

実践実務の薬物治療 薬学特別演習 

〔13.5単位以上を選択し修得〕 

実 務 実 習 29.5 (28) 

早期臨床体験学習 事前学習Ⅰ(薬物治療演習) 事前学習Ⅱ 

薬局実務実習 病院実務実習 

    〔29.5単位必修〕 

特 別 実 習 10 (10) 
医療薬学特別実習              

                     〔10単位必修〕 

薬学専門教育科目  163.5 単位必修 

 



 

1－2【創薬科学科】  

薬学準備教育科目（単位表） 

（ ）内は実習単位の数（内数）  

学 科 目 開設単位数  授 業 科 目 

薬 学 と 教 養 2.5 
薬学人としての教養入門 薬学の心構え  

〔2.5 単位必修〕 

社 会 と 教 養 12 

現代日本と起業  

医薬・ヘルスケアマネジメント  プラクティスⅠ，Ⅱ  

ケーススタディ経営学 経済学・経営学の基礎  

医療経営論 医療ビジネスマネジメント論  

薬事関連法・制度 キャリアプランゼミⅠ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ 

 〔12 単位必修〕 

人 と 文 化 55.5 

欧州の言語と風土 コミュニケーション概論 倫理学概論  

西洋文明の形成と展開 政治と医療 医療心理学  

医療に隣接する社会分析 スポーツ実技  

日本の伝統文化と医療 西洋医学の源流と文化  

医療哲学ゼミナール 現代社会と薬学 ジェンダー論  

心理学ゼミナール 東洋の文化と芸術 体育実技  

医療社会論 生命倫理 教育学ゼミナール  

法学ゼミナール 心の科学 スポーツ科学  

生活環境と科学 ロジカルライティング エコロジー論  

法学概論 素粒子と放射線医療 人間の発達  

スポーツセラピー 線形理論の医療への応用  

外国からみた日本 アジアの人と文化 公衆衛生倫理学  

国際ジャーナリズム 世界の法と経済  

世界の統合医療とメディカルアロマテラピー 

有用植物の歴史と応用            〔6単位以上修得〕              

薬 学 英 語 16 

総合英語Ⅰ，Ⅱ 科学英語Ⅰ，Ⅱ ビジネス英語  

英語リスニング・スピーキング   

英語プレゼンテーション      〔16 単位必修〕 

情 報 科 学 5.5 
情報科学と情報倫理 情報科学演習 現代の情報技術 

情報リテラシー 実践統計学     〔5.5 単位必修〕 

薬学準備教育科目  42 単位以上修得  

 



薬学専門教育科目（単位表） 

学 科 目 開設単位数  授 業 科 目 

物 理 系 薬 学 10.5  

数学 物理学 基礎分析化学 機器分析化学 

分子イメージング 応用製剤学  

レギュラトリーサイエンス概論           〔10.5単位必修〕 

化 学 系 薬 学 6 
化学 有機化学概論Ⅰ，Ⅱ 天然物化学 

              〔6単位必修〕 

生 物 系 薬 学 12 

生物学 創薬資源植物学 生体分子学 微生物学概論  

遺伝子工学 分子細胞生物学 毒性学 衛生薬学概論 

  〔12単位必修〕 

医 療 薬 学 6 
基礎生理学 基礎薬理学 疾患薬理学 生物薬剤学 

                    〔6単位必修〕 

薬学研究・実習  9 
研究入門 創薬系実習Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ 

〔9単位必修〕 

選択必修科目 1 創薬ゼミ                 〔1単位必修〕 

選 択 科 目 

14 

（創薬科学科  

独自開設分） 

courser Ⅰ，Ⅱ 

＊薬学科の専門科目を選択科目として履修可能 

   〔7.5単位以上修得〕 

特 別 実 習 41(41) 
創薬科学特別実習 学外体験学習Ⅰ，Ⅱ  

アドバンスト創薬科学特別実習     〔31単位以上修得〕 

薬学専門教育科目 83 単位以上修得  

 


